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衆
議
院
議
員
大
石
あ
き
こ
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
大
石
あ
き
こ
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
相
当
数
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
審
査
に
至
っ
て
い
な
い
件

数
」
は
、
御
指
摘
の
「
進
達
受
理
件
数
」
と
「
審
査
件
数
」
の
差
で
あ
る
と
こ
ろ
、
「
審
議
会
結
果
資
料
（
令
和
七
年
十
一

月
七
日
時
点
）
」
か
ら
算
出
す
る
と
、
「
進
達
受
理
件
数
」
一
万
四
千
三
百
九
十
四
件
に
対
し
、
八
百
三
十
四
件
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
国
策
に
よ
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
健
康
被
害
」
の
「
救
済
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
政
府
参
考
人
が
「
予
防
接
種
健
康
被
害
救
済
制
度
に
お
き
ま
し
て
は
、
個
々
の
事

例
ご
と
に
医
学
的
、
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
た
上
で
予
防
接
種
と
健
康
被
害
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
必
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
申
請
時
に
は
診
療
録
等
の
関
係
書
類
を
求
め
て
い
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
申
請
書
類
を
審
査
す
る
に
当
た
っ

て
は
一
定
の
時
間
を
要
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
も
の
の
、
御
指
摘
の
「
迅
速
な
救
済
」
の
た
め
、
当
該
「
審

査
」
の
迅
速
化
に
向
け
て
、
疾
病
・
障
害
認
定
審
査
会
感
染
症
・
予
防
接
種
審
査
分
科
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）

に
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
み
を
審
査
す
る
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
増
設
、
部
会
を
含
め
た
審
査

会
の
開
催
回
数
の
増
加
等
の
対
応
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
年
十
二
月
五
日
時
点
で
は
、
こ
れ
ら
の
対
応
を
行
う



 

２ 

 

前
に
比
べ
て
、
審
査
会
及
び
部
会
に
お
け
る
申
請
に
係
る
進
達
受
理
件
数
に
占
め
る
審
査
未
処
理
件
数
の
割
合
は
減
少
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
迅
速
な
救
済
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
の
閣
議
後
記
者
会
見
に
お
い
て
、
武
見
厚
生
労
働
大
臣
（
当
時
）
が
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
と

他
の
ワ
ク
チ
ン
で
は
接
種
頻
度
や
接
種
対
象
者
等
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
健
康
被
害
救
済
制
度
の
認
定
件
数
を
単
純
に
比
較

す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
」
と
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
「
評
価
」
は
行
っ
て
い
な
い
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 

 
 

「
こ
の
書
面
の
送
付
を
取
り
や
め
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
、
そ
の
理
由
は
何
か
」
と
の
お
尋
ね
に
関
し
て
は
、
現
時
点
で

確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
平
成
七
年
三
月
十
三
日
付
け
で
厚
生
大
臣
名
義
の
「
お
見
舞
の
こ
と
ば
」
を
送
付
し
て
い
た
こ
と

は
確
認
し
て
い
る
が
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
確
認
で
き
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
現
時
点
で
、
「
か

つ
て
送
付
し
て
い
た
」
よ
う
な
「
書
面
」
の
送
付
を
行
う
予
定
も
な
い
こ
と
か
ら
、
「
か
つ
て
送
付
し
て
い
た
書
面
の
「
お

見
舞
い
」
で
は
、
・
・
・
と
書
か
れ
て
い
た
が
、
今
も
同
様
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。 



 

３ 

 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
期
間
に
お
け
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
」
に
係
る
「
総
接
種
の
べ
回
数
」
、
「
死
亡
報
告
の
総
計
」
及
び

「
死
亡
報
告
の
総
計
」
の
「
百
万
回
接
種
あ
た
り
の
件
数
」
に
つ
い
て
、
①
全
体
の
数
並
び
に
②
「
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
」
、
③

「
モ
デ
ル
ナ
・
ジ
ャ
パ
ン
社
」
、
④
「
武
田
薬
品
工
業
社
」
、
⑤
「
第
一
三
共
社
」
及
び
⑥
「
Ｍ
ｅ
ｉ
ｊ
ｉ
Ｓ
ｅ
ｉ
ｋ
ａ
フ

ァ
ル
マ
社
」
「
ご
と
の
内
訳
」
に
つ
い
て
お
示
し
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

「
総
接
種
の
べ
回
数
」 
①
四
億
四
千
二
百
五
十
七
万
三
千
五
百
回 

②
三
億
四
千
八
百
三
十
四
万
四
千
九
百
二
十
八
回

③
九
千
三
百
一
万
九
千
五
百
九
十
八
回 

④
六
十
六
万
四
千
三
百
九
十
九
回 

⑤
五
十
二
万
八
千
十
五
回 

⑥
一
万
六
千
五

百
六
十
回 

 
 

「
死
亡
報
告
の
総
計
」 

①
二
千
二
百
九
十
九
件 

②
二
千
十
二
件 

③
二
百
六
十
九
件 

④
六
件 

⑤
九
件 

⑥
三
件

 
 

「
死
亡
報
告
の
総
計
」
の
「
百
万
回
接
種
あ
た
り
の
件
数
」 

①
五
・
一
九
件 

②
五
・
七
八
件 

③
二
・
八
九
件 

④

 

九
・
〇
三
件 

⑤
十
七
・
〇
四
件 

⑥
百
八
十
一
・
一
六
件 

六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
副
反
応
疑
い
報
告
制
度
に
基
づ
く
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
死
亡
報
告
件
数
」
を
予
防
接
種
法
（
昭
和



 

４ 

 

二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
等
か

ら
の
報
告
に
基
づ
く
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
死
亡
報
告
件
数
と
解
す
れ
ば
、
御
指
摘
の
「
直
近
十
年
間
」
に
お
け
る

御
指
摘
の
当
該
死
亡
報
告
件
数
及
び
「
接
種
可
能
の
べ
回
数
」
に
つ
い
て
は
相
違
は
な
い
も
の
の
、
「
百
万
回
接
種
あ
た
り
」

の
死
亡
報
告
件
数
に
つ
い
て
は
、
〇
・
一
四
三
件
で
あ
る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

令
和
六
年
五
月
十
三
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
第
三
分
科
会
に
お
い
て
、
政
府
参
考
人
が
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク

チ
ン
と
他
の
ワ
ク
チ
ン
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
接
種
回
数
の
推
定
方
法
で
あ
り
ま
す
と
か
接
種
対
象
者
が
異
な
る
な

ど
の
違
い
が
ご
ざ
い
ま
す
こ
と
か
ら
、
副
反
応
疑
い
報
告
制
度
に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
死
亡
事
例
の
報
告
数
で
あ
り

ま
す
と
か
報
告
頻
度
を
単
純
に
比
較
す
る
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
答
弁
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
「
要
因
」
に
つ
い
て
の
「
分
析
、
評
価
」
は
行
っ
て
い
な
い
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
期
間
に
お
け
る
「
死
亡
報
告
の
総
計
」
は
二
千
二
百
九
十
九
件
で
あ
り
、
「
専
門
家
の
評
価
」
の
「
件
数
」
は
、



 

５ 

 

「
α
評
価
」
が
二
件
、
「
β
評
価
」
が
十
一
件
、
「
γ
評
価
」
が
二
千
二
百
八
十
六
件
で
あ
る
。 

九
に
つ
い
て 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
疑

わ
れ
る
症
状
に
つ
い
て
、
予
防
接
種
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
等
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
さ
れ
て
い

る
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
業
者
等
か
ら
同
大
臣
に
報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
接

種
の
開
始
以
降
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
り
収
集
し
た
情
報
に
加
え
、
御
指
摘
の
「
γ
評
価
」
と
さ
れ
た
も
の
も
含
め
、
当

該
情
報
を
基
に
適
宜
行
っ
て
い
る
、
特
定
の
症
状
の
発
生
頻
度
に
つ
い
て
の
当
該
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
と
の
比
較
に
よ

る
解
析
の
結
果
等
に
基
づ
き
、
厚
生
科
学
審
議
会
予
防
接
種
・
ワ
ク
チ
ン
分
科
会
副
反
応
検
討
部
会
及
び
薬
事
審
議
会
医
薬

品
等
安
全
対
策
部
会
安
全
対
策
調
査
会
（
以
下
「
合
同
部
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
継
続
的
に
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
て

お
り
、
直
近
で
は
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
の
合
同
部
会
に
お
い
て
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
副
反
応
疑
い
報
告
状
況

に
つ
い
て
」
等
が
議
論
さ
れ
、
「
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
に
係
る
重
大
な
懸
念
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 



 

６ 

 

 
 

こ
れ
を
踏
ま
え
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
「
審
議
会
で
の
評
価
を
踏
ま
え
、
特
段
の
懸
念
は
な
い
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

十
に
つ
い
て 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
の
閣
議
後
記
者
会
見
に
お
い
て
、
福
岡
厚
生
労
働
大
臣
（
当
時
）
が
「
評
価
時
点
で
得
ら
れ
た

情
報
が
不
足
し
て
お
り
、
死
因
と
考
え
ら
れ
る
事
象
の
判
断
や
、
事
象
と
ワ
ク
チ
ン
と
の
因
果
関
係
の
判
断
が
困
難
な
も
の

・
・
・
に
つ
い
て
は
、
製
造
販
売
業
者
が
自
ら
追
加
の
情
報
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
か
ら
も
追

加
の
調
査
を
依
頼
す
る
な
ど
、
さ
ら
に
追
加
情
報
を
収
集
し
、
そ
の
状
況
に
よ
っ
て
再
度
評
価
を
行
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

る
も
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
あ
ら
た
め
て
情
報
収
集
を
行
い
、
専
門
家
の
評
価
を

受
け
る
」
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

十
一
に
つ
い
て 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日
の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
政
府
参
考
人
が
「
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
継
続
の
可
否

等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
個
々
の
ワ
ク
チ
ン
ご
と
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
有
効
性
と
安
全
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
て
判
断
し
て

い
く
必
要
が
あ
り
、
何
を
も
っ
て
重
大
な
懸
念
に
当
た
る
か
の
画
一
的
な
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
困
難
と
考
え
て
お
り
ま
す
」



 

７ 

 

と
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
、
御
指
摘
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
」
の
接
種
の
継
続
、
中
止
等
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
当

該
接
種
に
よ
る
「
有
効
性
と
安
全
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
て
判
断
し
て
い
く
必
要
」
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
他
の
ワ
ク
チ
ン

接
種
の
継
続
、
中
止
等
の
「
判
断
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
評
価
は
行
っ
て
い
な
い
。 

十
二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
政
府
行
動
計
画
」
に
お
い
て
は
、
「
ワ
ク
チ
ン
接
種
や
治
療
薬
・
治
療
法
に
関
す
る
科
学
的
根
拠
が
不
確
か

な
情
報
等
、
偽
・
誤
情
報
の
拡
散
状
況
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
」
う
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
新
型

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
死
亡
報
告
が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
死
亡
報
告
と
比
べ
て
、
異
常
に
多
い
と
い
う
言

論
」
も
含
め
、
お
尋
ね
の
「
ど
の
よ
う
な
言
論
が
「
偽
・
誤
情
報
」
に
あ
た
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
点
で
得
ら
れ

て
い
る
科
学
的
知
見
等
に
基
づ
き
、
個
別
具
体
の
事
実
等
を
踏
ま
え
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


